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（個人営業部門、公法人営業部門、総合法人営業部門）
の現況」、「ブランド戦略の現況」をテーマとして監査
委員会に報告 

 
２．実効性評価の評価項目 

・監査環境、業務監査、会計監査、監査の方法等、監査報告書の作成、内部監査の成熟度評価に係る対応 

 
３．実効性評価結果の概要およびそれに基づき認識した課題 
（１）実効性評価結果の概要 

各委員の評価および意見交換を通じて、内部監査機能の直属化による効果の維持・向上、有意義な審議に向けた情報提供
機会の充実等、 監査委員会の実効性が向上したことから、監査委員会は、監査委員会規則、監査委員会監査規程等に則り
その職務を適切に遂行していると評価しました。 

（２）認識した課題 
次の各点を中心に、さらなる実効性の向上に引き続き取り組んでいくことを確認しました。 
・有意義な審議に向けた意見交換・情報提供機会の充実 

・議案報告・情報提供における運営の高度化 
 

＜報酬委員会＞ 

１．前年度に実施した実効性評価結果に基づき認識した主な課題への対応 
2022 年度に実施した実効性評価（対象期間：2021 年 7月～2022年 6 月）に基づき認識した主な課題に対し、下表のとおり

対応しました。 

認識した主な課題 対応状況 

・役員報酬水準を決定する際の役員評価にかかる議場説

明の充実 

・役員報酬水準の報酬委員会決議において、報酬委員で

ある執行役社長から、個別役員の評価について、議場
での補足説明を行なう等、議場説明を充実 

・他社情報開示の調査・研究を通じ、当社情報開示の高
度化等を検討 

 

・開示府令に基づく一般上場会社の役員報酬に関する有
価証券報告書や統合報告書における開示好事例を研究 

・当社の開示情報の高度化については、次期中期経営計

画における役員報酬制度の見直し可否を踏まえ、次期
中期経営計画のタイミングで高度化を行なう方向性で
継続検討 

・役員報酬水準の妥当性確認時の根拠データに関する出
典情報や、検証プロセスを見える化 

・役員報酬水準モニタリングにおいて、第三者機関によ
る外部検証結果に加え、有価証券報告書等で把握可能
な他社の役員報酬にかかる開示情報を捕捉するなど、

水準モニタリングの検証方法を充実 

 

２．実効性評価の評価項目 
・報酬委員会の構成・運営、社外取締役へのサポート体制、委員会の実効性 

 

３．実効性評価結果の概要およびそれに基づき認識した課題 
（１）実効性評価結果の概要 

各委員の評価および意見交換を通じて、以下の点を含め、報酬の決定機関としてのガバナンスは高い水準で有効に機能し

ていると評価しました。 
・外部調査機関を活用し、新役員報酬制度における役員報酬水準の妥当性を確認 
・他社事例等をふまえ、有事を想定した報酬体系の柔軟化の議論検討を実施 

（２）認識した課題 
次の各点を中心に、さらなる実効性の向上に引き続き取り組んでいくことを確認しました。 
・役員報酬水準の検証・モニタリングの高度化と適時適切な役員報酬の見直し 

・他社情報開示の調査・研究を通じ、当社情報開示の高度化等を検討 
 
・補充原則４－14②（トレーニング方針）に基づく開示 

取締役および執行役は、その期待される能力を発揮するための研鑽に努めるとともに、会社は、取締役および執行役に対しその機
会を適宜提供する旨をコーポレートガバナンスに関する方針第 15項に定めています。 
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/csr/governance/pdf/governance_guideline.pdf 

 
・原則５－１（株主との建設的な対話に関する方針）に基づく開示 
当社は、相互会社の特性をふまえ、お客さま満足度の向上をめざし、潜在的な声や間接的な声を含む「お客さまの声」をさまざま

な形で収集・分析するとともに、いただいたご意見等が経営に適切に反映されるよう努める旨をコーポレートガバナンスに関する
方針第 1項に定めています。 
総代会、総代報告会、お客さま懇談会等を通じ、社員（ご契約者）との対話を促進し、良好かつ円滑な関係の構築に努める旨をコ

ーポレートガバナンスに関する方針第 16 項に定めています。 
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/csr/governance/pdf/governance_guideline.pdf 
また、企画部担当執行役が、相互会社制度運営および広報を統括し、お客さま懇談会運営については、企画部中心に本社各部が連

携のうえ対応しています。 
お客さま懇談会でいただいたご意見等は、総代会・評議員会等にて報告するとともに、改善を要する意見等については、担当部が
対応を検討し、経営会議の諮問機関であるお客さま志向検証委員会を通じフォローを実施しています。お客さま情報の保護につい

ては、情報管理規程等に定め、その管理を徹底しています。 

 

 

 

 

https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/csr/governance/pdf/governance_guideline.pdf
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